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第第66章章  参参考考編編  

6.1 富士五湖サイクリングガイド 

富士北麓７市町村では、国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するため、「富士山・

富士五湖観光圏整備推進協議会」を地元観光事業者等と設立し、各種事業展開の中で

富士北麓地域においてサイクリングコース全８コースを設定し、ガイドマップが作成

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：富士五湖ぐるっとつながるガイド  ホームページ】 
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【出典：富士五湖ぐるっとつながるガイド  ホームページ】 
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6.2 世界文化遺産富士山の構成資産 

当地域の主要な観光資源である世界文化遺産富士山の構成資産を提示する。富士山に

関わる文化財には、その山体だけでなく、周囲にある神社や登山道、風穴、溶岩樹型、

湖沼などがある。これらの文化財は、富士山の価値を構成する資産（構成資産）とい

う。 

 

 

【出典：山梨県 ホームページ】 
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6.3 自転車施策のこれまでの経緯とガイドラインの改正について 

これまでの自転車施策の経緯及びガイドラインの改正の動向を以下に示す。 

 

6.3.1 自転車施策のこれまでの経緯 

■ これまでは、「自転車歩行車道」等自転車が歩道内を通行することも認められていたが、「自

転車は「車両」であるため、車道走行が大原則」という通行ルールを徹底する動きとなっ

ている。 

■ 平成 24 年にガイドラインが発出されたが、自転車関連の交通事故の減少幅が十分でないこ

とから、国土交通省と警察庁は「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委

員会」を設置し、ガイドラインの改正について専門的見地から議論を行っている（平成 28

年 3 月現在、検討中）。 

 

表- 6.1 これまでの自転車施策経緯 

年
各機関の動向

概要
国交省 警察庁

H20年
【1月】

自転車通行環境整備モデル地区を指定

国土交通省と警察庁は、全国98地区（甲府市2地区を含む）を

「自転車通行環境整備モデル地区」として指定し整備した。

H21年 －
【3月】

改正道路交通法施行

普通自転車の歩道通行可能要件が明確化された
①「歩道通行可」の標識がある場合
②運転者が13歳未満、又は70歳以上、身体障害者の場合

③車道又は交通の状況から歩道通行がやむを得ないとき

H23年 －
【10月】

通達
自転車は「車両」であるという基本的な考え方に基づき、自転車
と歩行者の安全確保を目的とした総合的な対策が通達された。

H24年
【11月】

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

「自転車は『車両』であり、車道通行が大原則」という観点に基づ
き、望ましい自転車通行空間の整備の在り方等について提示し
た。各地域において道路管理者や都道府県警察が自転車ネッ
トワーク計画の作成や整備等を推進するためのガイドラインで
ある

H25年 －
【12月】

改正道路交通法施行
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に
設けられた路側帯に限る

H26年
【12月】

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関
する検討委員会（継続中）

平成24年にガイドラインを発出したが、自転車関連の事故の減

少幅が少ないため、自転車通行空間を早期に確保する方策な
ど、安全な自転車通行空間確保における技術的な課題につい
て専門的知見から検討することを目的に、有識者で構成される
検討委員会を設置し、ガイドラインの改正等を議論

H27年 －
【6月】

改正道路交通法施行
危険な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講が義務
づけられる
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6.3.2 ガイドラインの改正について 

■ 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」では、ガイドラインの改

正に向けて、議論を行っている（H28.3 現在）。そのうち、自転車走行空間の整備形態につ

いては、これまで当面の整備形態として設定されていた「既存の自転車歩行者道を活用」

の流れがなくなり、「車道通行を基本とする流れとなる見込みである。 

 

 

 

【出典：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」】 

図- 6.1 自転車走行空間の整備形態の選定の考え方（現行ガイドライン）（H24.11） 

 

改正案では、「既設の自転車歩行者道を活用」

という流れができなくなる見込み 
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【出典：第 6 回安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会 配布資料】 

図- 6.2 自転車走行空間の整備形態の選定の考え方（改正案）（H28.3 現在） 
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6.4 標識等の優先整備必要箇所 

現地調査により「矢羽根等を用いた自転車走行位置の明示」、「注意喚起法定外標識の

設置」、「自転車用の案内誘導法定外標識の設置」の設置において優先整備が必要と考

えられる箇所を以下に示す。 

6.4.1 「矢羽根等を用いた自転車走行位置の明示」の優先整備必要箇所 
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6.4.2 注意喚起法定外標識の優先整備必要箇所 
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6.4.3 自転車用案内誘導法定外標識の優先整備必要箇所 
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6.5 富士北麓地域の景観上の規制状況 

富士北麓地域は富士箱根伊豆国立公園内に位置しており、路面表示等サイン類の設置

を検討する際に、自然公園法や県及び関係市町村の景観条例に留意する必要があるた

め、それぞれの規制状況について示す。 

6.5.1 山梨県の景観条例における規制 

■ 平成 2 年に「山梨県景観条例」が制定され、これに基づく、公共事業を行う際の「公共事

業等景観形成指針」が制定された。そのうち、法定外標識等の設置については、下記の通

り記述されている。 

 

 
【出典：山梨県 「公共事業等景観形成指針のあらまし」H2】 
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■ また、山梨県では「屋外広告物の手引き」（H24.9）と「屋外広告物ガイドライン」（H26.10）

が発表されている。 

■ 「屋外広告物の手引き」では、道標及び案内図のサイズや色彩については、下記の基準が設定

されている。 

 

【出典：山梨県 「屋外広告物の手引き」 H24.9】
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■ 「屋外広告物ガイドライン」では、富士山周辺地域に屋外広告物を設置する際、色等について、

下記の通り記述されている。 

 
【出典：山梨県 「屋外広告物ガイドライン」 H26.10】
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6.5.2 各関係市町村における規制 

■ 富士北麓地域における関係 7 市町村の景観計画、景観条例内のうち、法定外標識等に関する規

制の状況は下記の通りである。 

 

市町村名 項目 関連記述 出典 備考 

富士吉田市 
法定外標識 ― ― 

景観計画は今後策定

予定 

路面表示 ― ― ― 

身延町 
法定外標識 ― ― ― 

路面表示 ― ― ― 

西桂町 
法定外標識

○山梨県屋外広告物条例に基づき、道標・案

内図は 1ｍ2 以内 
西桂町景観計画 ― 

路面表示 ― ― ― 

富士河口湖町 
法定外標識

○広告サインの文字は、不必要に大きなもの

は使用しない 

○屋外広告物については、必要最小限度の

大きさ、設置個数に留めるとともに、道路

の快適な見通しの確保、富士山や湖など

の良好な自然経過や地域景観との調和に

配慮する 

○基調となる色は、周辺の景観に配慮した色

彩を用い、けばけばしくならないよう努める

富士河口湖町景観計

画 
― 

路面表示 ― ― ― 

忍野村 
法定外標識

○色彩は、落ち着いた低明度のこげ茶色系

を原則とする 

○道路交通の安全に影響のある交差点など

への設置は極力避けるよう努め、やむを得

ない場合は、位置・大きさに配慮する 

忍野村景観計画（改

定版） 
― 

路面表示 ― ― ― 

鳴沢村 
法定外標識 ○「山梨県景観条例」に基づき規制を行う 鳴沢村景観計画  

路面表示 ― ― ― 

山中湖村 
法定外標識

○自然公園法および山梨県屋外広告物条例

に基づき、良好な屋外広告物の風景づくり

を推進 

山中湖村景観計画 

○現地調査やヒアリン

グの結果では、法定

外標識等の色は基

本茶色 

路面表示 ― ― ― 

※「西桂町景観計画」、「富士河口湖町景観計画」、「忍野村景観計画（改定版）」、「鳴沢村景観計画」、「山中湖村景

観計画」により作成 
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6.5.3 富士北麓地域の景観上の規制状況のまとめ 

■ 本構想においては、路面表示及び法定外標識をデザインする際に、地色及びサイズについて、

地域における統一性を図るため、上記で整理した各種規制のうち最も厳しいものを基準とし検

討を行った。 

  

項目 サイズ 色 備考 

サイン 

○高さ≦3ｍ 

○表示面積≦1ｍ２ 

ただし、集合看板の場

合≦10ｍ２ 

○色相：R,YR,Y,GY,G 

○明度：3≦V≦7 

○最大面積色の彩度： 

C≦4(色相が R、YR、

Y、GY の場合 C≦6） 

○現地調査から、既存の法定外

看板は濃い茶色を使用 

路面表示 ― 

○路面表示は環境省の

管轄ではないため、青

にする問題がない。（県

内の既存事例では、赤

を使用。） 

○形状、色については特に規制

がなく、設置する際に、各関係

機関（国、環境省、関係市町

村、警察）との協議が必要 

 

＜参考＞色彩の範囲設定 

 

屋外広告物ガイドラインの推奨色 

屋外広告物の手引きで使用可能の色 
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6.6 「山梨サイクルネット構想（富士北麓地域）」検討委員会 

本構想を取りまとめるにあたり、富士北麓地域において各道路管理者、観光関係団体

等からなる検討委員会を設立し、各種検討内容の審議を行い、本構想の策定に至った。 

 

6.6.1 設立趣旨 

■ 富士北麓地域において各道路管理者と観光関係団体等が連携し、自転車が利用しやすい環

境を整え、民間事業者の投資を促す体制づくりを進めるために、「山梨サイクルネット構想

（富士北麓地域）」を策定し、実施に向けた検討を行うため「山梨サイクルネット構想（富

士北麓地域）検討委員会」を設立する。 

 

6.6.2 委員メンバー 

■ 【委員長】 

山中英生：徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授 

 

■ 【委員（所属名）】 

一般社団法人 富士五湖観光連盟 

一般財団法人 ふじよしだ観光振興サービス 

公益社団法人 やまなし観光推進機構 

富士吉田商工会議所 

特定非営利活動法人 富士山麓観光まちづくり研究所 

富士急行株式会社 交通事業部 

富士吉田市産業観光部富士山課、都市基盤部道路公園課 

身延町観光課、建設課 

西桂町産業振興課、建設水道課 

忍野村観光産業課、建設課 

山中湖村観光課、生活産業課 

鳴沢村企画課、振興課 

富士河口湖町観光課、都市整備課 

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所道路管理第二課 

山梨県観光部観光振興課、県土整備部道路整備課、県土整備部道路管理課 

山梨県警察本部交通部交通規制課 
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6.6.3 開催経緯 

開催日 主な議事内容 

第
１
回 

平成 27 年 10 月 28 日（水） 

①山梨サイクルネット構想（富士北麓地域）について 

②富士北麓地域における自転車利用環境の現状と課題 

③目指すべき目標（案） 

④対応方針（案） 

⑤対策メニュー（案） 

⑥今後のスケジュール 

第
２
回 

平成 27 年 12 月 18 日（金） 

①第１回委員会のおさらい 

②コース 2(中級者)の一部ルート変更(忍野村内)について 

③ハード的対策の具体案 

④事業展開の推進に向けた整備方針（案） 

⑤「山梨サイクルネット構想(富士北麓地域)（案）」取りまとめ構成（案） 

⑥今後のスケジュール 

第
３
回 

平成 28 年 2 月 17 日（水） 

①第２回委員会のおさらい 

②ピクトグラム等検討・修正結果について 

③矢羽根等路面表示の色彩について 

④「山梨サイクルネット構想（富士北麓地域）（案）」の策定結果 

⑤今後の事業展開について 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年３月 

〔問合せ先〕 

山梨県 県土整備部 道路整備課 

 住 所 ：甲府市丸の内１－６－１ 

 電 話 ：055-223-1691 

 Fax  ：055-223-1693 

 E-Mail：douroseibi@pref.yamanashi.lg.jp 

 


